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このパンフレットは、「人への投資促進コース」についてのポイントをまとめた簡易版です。

支給要件の詳細は、「人材開発支援助成金（人への投資促進コース）のご案内（詳細版）」を

ご確認の上、ご不明な点は都道府県労働局へお問い合わせください。

人材開発支援助成金
（人への投資促進コース）

労働者の知識・技能の向上にご活用ください

デジタル／成長分野

ＩＴ分野未経験

サブスクリプション

自発的能力開発

教育訓練休暇

高度デジタル人材訓練／成長分野等人材訓練

高度デジタル人材の育成のための訓練や大学院での訓練

情報技術分野認定実習併用職業訓練

OFF-JTとOJTを効果的に組み合わせた訓練として厚生労働大臣の

認定※を受けたＩＴ分野未経験者に対する訓練
※厚生労働大臣の認定制度は、都道府県労働局にお問い合わせください。

定額制訓練

多様な訓練の選択・実施を可能とするサブスクリプション型の研修

サービスによる訓練

自発的職業能力開発訓練

労働者が自発的に受講した訓練費用を負担する事業主への助成

長期教育訓練休暇等制度

働きながら訓練を受講するための長期休暇制度や短時間勤務等制度を

導入する事業主への助成

人への投資促進コース 訓練内容や実施目的に応じたメニューがあります
eラーニングや通信制による訓練等も、助成対象です。

⚫ 雇用保険被保険者に対して、職務に関連した専門的な知識と技能の習得を目的と

して、計画に沿って訓練を実施した場合に、訓練中の賃金と訓練にかかった経費

の一部を助成します。

⚫ 自発的な教育訓練を受けるために必要な教育訓練休暇を労働者に与える長期教育

訓練休暇等制度を企業に導入し、労働者が実際に教育訓練休暇等を取得した場合

に導入経費と教育訓練休暇中の賃金の一部を助成します。

「人への投資促進コース」とは



[令和4年９月１日の主な改正内容]

・既に契約期間の初日が到来している定額制サービスの訓練も対象としました。

・教育訓練短時間勤務等制度の支給対象事業主の要件である「教育訓練短時間勤務等制度導入・適用
計画期間内に、被保険者の所定労働時間日において30回以上の教育訓練短時間勤務等制度を適用
し、実際に所定労働時間の短縮を行った事業主であること」の要件を緩和し、「教育訓練短時間
勤務等制度導入・適用計画期間内に、被保険者の所定労働時間日において１回以上の教育訓練
短時間勤務等制度を適用し、実際に所定労働時間の短縮を行った事業主であること」とすることと
しました。

・情報技術分野認定実習併用職業訓練のうち「高度情報通信技術資格若しくは実践的情報通信技術
資格を有している者又は情報処理・通信技術者としての実務経験が通算で10年以上である者をOJT
訓練指導者により行われるOJTであること」の要件を緩和し、「高度情報通信技術資格若しくは
実践的情報通信技術資格を有している者又は情報処理・通信技術者としての実務経験が通算で５年
以上である者をOJT訓練指導者により行われるOJTであること」とすることとしました。

・事業外訓練を実施する教育訓練機関の「申請事業主以外の事業主または事業主団体の設置する
施設」について、申請事業主と関係性が認められる者が設置する施設を対象外とする要件を廃止
することとしました。

・一の事業所について複数の異なる定額制サービスの訓練と対象としました。

定額制訓練

・「受講を修了した職務関連教育訓練が一の教育訓練でないこと」の要件を廃止し、一の教育訓練で
あっても対象の訓練とすることとしました。

・同時双方向型の通信訓練も対象とすることとしました。

長期教育訓練休暇等制度

・教育訓練短時間勤務等制度のうち所定労働時間の免除を措置する場合、制度を適用した最初の日の
前日以前３か月の一月の平均の所定外労働時間が15時間以上である者に限定する要件を廃止し、
制度を適用した最初の日の前日以前の所定外労働時間数にかかわらず対象とすることとしました。

情報技術分野認定実習併用職業訓練

・OJT訓練指導者が１日に担当する受講者の人数を３人までとする要件を廃止することとしました。
（特定訓練コースの認定実習併用職業訓練も同様に改正しました。）

人材開発支援助成金（特定訓練、一般訓練、特別育成訓練、人への投資促進 全コース共通）
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• （ ）内の助成率（額）は、生産性の向上が認められる場合に加算される率（額）です。

高度デジタル人材訓練と成長分野等人材訓練は、当該加算はありません。

• 賃金助成額は１人１時間当たりの額です（※長期教育訓練休暇制度は１人１日当たりの額）。

• OJT実施助成額は１人１訓練当たりの額（定額）です。

• 賃金助成とOJT実施助成は所定労働時間内の訓練に限ります。

• 経費助成は、受講者１人当たりで次の額を限度としています。

• （ ）内は大企業の額です。

• 大学・大学院での訓練は、一年度あたりの限度額です。

それ以外の民間の教育訓練機関等で実施される訓練は、一の年間職業能力開発計画（様式第３－１号）当たりの限度額

になります。

• 定額制訓練に対する助成は、受講者１人当たりの経費助成の限度額はありません。

• 助成率･額の詳細や生産性要件は、詳細版パンフレットをご確認ください。

訓 練 メ ニ ュー 対象者 対 象 訓 練
経費助成率 賃金助成額 OJT実施助成額

中小企業 大企業 中小企業 大企業 中小企業 大企業

高度デジタル人材訓練
正規

非正規

高度デジタル訓練

(ITスキル水準（ITSS）

レベル３､４以上)
75% 60％ 960円 480円 －

成長分野等人材訓練 海外を含む大学院での訓練 75％
国内大学院

960円 －

情報技術分野認定実習

併 用 職 業 訓練
正規

OFF-JT＋OJTの組み合わせの

訓練（IT分野関連の訓練）

60％
(+15％)

45％
(+15%)

760円
(+200円)

380円
(+100円)

20万円
(+5万円)

11万円
(+3万円)

定 額 制 訓 練
正規

非正規

定額制訓練（サブスクリプ

ション型の研修サービス）

による訓練

45％

(+15％)

30％

(+15％）
－ －

自 発 的 職 業能力

開 発 訓 練

正規

非正規

労働者の自発的な職業訓練費

用を事業主が負担した訓練

30％
(＋15％)

－ －

長 期 教 育 訓練

休 暇 等 制 度

正規

非正規

長期教育訓練休暇制度

（30日連続休暇取得）

制度導入経費

20万円
(+4万円)

1日当たり

6000円

(+1200円)
－

所定労働時間の短縮および

所定外労働時間の免除制度

制度導入経費

20万円
(+4万円)

－ －

訓 練 メ ニ ュー
実訓練時間数

100H未満
実訓練時間数

100~200H未満

実訓練時間数

200H以上
大学

（一年度当たり）

大学院

（一年度当たり）

高度デジタル人材訓練 30(20)
万円

40(25)
万円

50(30)
万円

150(100)
万円

－

成長分野等人材訓練 － － － －
国内150万円
海外500万円

情報技術分野認定実習

併 用 職 業 訓練
15(10)
万円

30(20)
万円

50(30)
万円

－ －

自 発 的 職 業能力

開 発 訓 練
７万円 15万円 20万円 60万円

国内60万円
海外200万円

支給額はどのくらいですか？

訓練メニューに応じて、以下の助成が受けられます

受講者１人当たりの助成限度額

３



労働局 担当課 電話番号

北海道労働局 雇用助成金さっぽろセンター６階 011(788)9070

青森労働局 職業対策課 017(721)2003

岩手労働局 職業対策課分室（助成金相談コーナー） 019(606)3285

宮城労働局 職業対策課助成金センター 022(205)9855

秋田労働局 訓練室 018(883)0006

山形労働局 訓練室 023(626)6106

福島労働局 職業対策課 024(529)5409

茨城労働局 職業対策課 029(224)6219

栃木労働局 助成金事務センター 028(614)2263

群馬労働局 職業対策課 027(210)5008

埼玉労働局 職業対策課 048(600)6217

千葉労働局 職業対策課分室 043(441)5678

東京労働局 ハローワーク助成金事務センター 03(5332)6925

神奈川労働局 神奈川助成金センター 045(277)8801

新潟労働局 職業対策課助成金センター 025(278)7181

富山労働局 訓練室 076(432)9172

石川労働局 職業対策課 076(265)4428

福井労働局 職業対策課 0776(26)8613

山梨労働局 訓練室 055(225)2861

長野労働局 訓練室 026(226)0862

岐阜労働局 助成金センター 058(263)5650

静岡労働局 職業対策課 054(271)9970

愛知労働局 あいち雇用助成室 052(688)5758

三重労働局 職業対策課 059(226)2111

滋賀労働局 職業対策課 077(526)8251

京都労働局 助成金センター 075(241)3269

大阪労働局 助成金センター 06(7669)8900

兵庫労働局 職業対策課（ハローワーク助成金デスク） 078(221)5440

奈良労働局 助成金センター 0742(35)6336

和歌山労働局 職業対策課 073(488)1161

鳥取労働局 訓練室 0857(88)2777

島根労働局 訓練室 0852(20)7028

岡山労働局 助成金事務室 086(238)5301

広島労働局 職業対策課 082(502)7832

山口労働局 職業対策課 083(995)0383

徳島労働局 助成金センター 088(622)8609

香川労働局 職業対策課 087(811)8923

愛媛労働局 職業対策課分室（助成金センター） 089(987)6370

高知労働局 訓練室 088(888)6600

福岡労働局 職業対策課福岡助成金センター 092(411)4701

佐賀労働局 職業対策課 0952(32)7173

長崎労働局 職業対策課 095(801)0042

熊本労働局 職業対策課 096(211)1704

大分労働局 大分助成金センター 097(535)2100

宮崎労働局 助成金センター（ハローワークプラザ宮崎内） 0985(62)3125

鹿児島労働局 職業対策課雇用調整助成金申請受付コーナー 099(219)5101

沖縄労働局 沖縄助成金センター 098(868)1606

□ 都道府県労働局一覧

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/jose

i/kyufukin/toiawase.html
雇用関係給付金 受付窓口一覧
(厚生労働省ホームページ)

※ 対象労働者が所属する雇用保険適用事業所を管轄する労働局にお問い合わせください。


